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○南相馬市屋内遊び場条例施行規則 

令和２年９月１７日 

規則第３５号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、南相馬市屋内遊び場条例（令和２年南相馬市条例第３４号。以下「条

例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。 

（利用許可の申請等） 

第２条 条例第８条第１項の規定により、南相馬市屋内遊び場（以下「屋内遊び場」という。）

の利用許可を受けようとする占用利用者は、屋内遊び場多目的室利用許可（変更承認・取

消承認・利用料金減免）申請書（様式第１号）を、指定管理者（地方自治法（昭和２２年

法律第６７号）第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に提出

しなければならない。 

２ 前項の規定による利用許可の申請は、利用しようとする日の３月前から受け付けるもの

とする。 

３ 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合で、屋内遊び場の管理運営

上支障がないと指定管理者が認めたときは、前項に定める期間の前においても利用の申請

をすることができる。 

(1) 市又は指定管理者が、主催又は共催する事業で利用するとき。 

(2) その他指定管理者が特に必要と認めるとき。 

（利用許可証の交付） 

第３条 指定管理者は、前条の規定による申請を許可したときには、屋内遊び場多目的室利

用許可（変更承認・取消承認・利用料金減免決定）書（様式第２号）を申請者に交付する

ものとし、許可しないときはその旨を申請者に通知するものとする。 

（物品販売等の許可の申請） 

第４条 条例第９条の規定により、同条各号に掲げる行為の許可を受けようとする者は、屋

内遊び場物品販売等許可申請書（様式第３号。以下「物品販売等許可申請書」という。）

を市長に提出しなければならない。 

２ 市長は、前項の物品販売等許可申請書の提出があった場合において、その販売等を許可

するときは、屋内遊び場物品販売等許可書（様式第４号）を申請者に交付し、許可しない

ときはその旨を申請者に通知するものとする。 

（利用許可の取消し等） 

第５条 指定管理者は、条例第１２条の規定により、利用の許可を取り消し、又は利用を制

限し、若しくは停止するときは、屋内遊び場多目的室利用（取消・制限・停止）決定書（様

式第５号）により通知するものとする。 

（利用料金の納入） 

第６条 条例第２５条の利用料金は、利用許可を受けると同時に納入しなければならない。

利用許可を受けた後に利用の内容を変更し、利用料金を追加納入する場合も同様とする。 

（利用料金の減免及びその手続） 
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第７条 条例第２７条の規定による利用料金の減額又は免除は、次に掲げるところによる。 

(1) 国、地方公共団体その他の公共団体が主催し、又は共催して行う事業及び公共的団体

が公共的事業に利用するとき 全額 

(2) 市内の保育園、幼稚園、小学校の長が、園児、児童又は生徒等を対象に利用するとき 

全額 

(3) 市が後援する事業に利用するとき ５割 

(4) その他市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額 

２ 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、屋内遊び場多目的室利用許可

（変更承認・取消承認・利用料金減免）申請書（様式第１号）に必要事項を記入し、指定

管理者に提出しなければならない。 

（利用料金の返還） 

第８条 条例第２８条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は、次の各号に掲げる

場合とし、返還する額はそれぞれ当該各号に定める額とする。 

(1) 指定管理者において施設の管理上必要が生じたことにより利用の許可を取り消した

とき 既納の利用料金の全額 

(2) 利用者の責めによらない理由により施設を利用できないとき 指定管理者が市長と

協議して定める額 

(3) 利用開始の日前１０日までに利用の取消しについて申請があり、指定管理者の承認を

受けたとき 全額 

(4) 利用開始の日前１０日までに許可事項の変更の申請があり、指定管理者の承認を受け

たとき 変更部分に相当する額 

２ 前項の規定により利用料金の全部又は一部の返還を受けようとする者は、屋内遊び場多

目的室利用料金返還申請書（様式第６号）を指定管理者に提出しなければならない。 

（公募に明示する事項） 

第９条 市長は、条例第１６条の規定により指定管理者の公募を行う場合は、次に掲げる事

項をあらかじめ明示するものとする。 

(1) 屋内遊び場の概要 

(2) 指定管理者が行う管理の基準 

(3) 指定管理者が行う業務の範囲及び具体的内容 

(4) 指定の期間 

(5) 利用料金に関する事項 

(6) 市が支払うべき管理の費用（以下「指定管理料」という。）に関する事項 

(7) 申請者の資格要件 

(8) 申請方法及び選定の基準 

(9) その他市長が必要と認める事項 

（指定申請書の提出等） 

第１０条 条例第１８条第１項の規定により指定管理者の指定を受けようとする団体は、指

定管理者指定申請書（様式第７号）に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければな
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らない。 

(1) 管理業務に係る事業計画書及び収支予算書 

(2) 定款、規約その他これらに類する書類 

(3) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書又はこれに準ずるもの 

(4) 団体の経営状況等を説明する書類 

(5) その他市長が必要と認める書類 

（選定結果の通知） 

第１１条 市長は、条例第１８条第２項の規定により、指定管理者の候補者を選定したとき

は、速やかに選定結果を申請団体に通知しなければならない。 

（協定書に定める事項） 

第１２条 条例第２１条の規定により協定で定める事項は、次に掲げるものとする。 

(1) 指定の期間に関する事項 

(2) 屋内遊び場の管理に関する事項 

(3) 利用料金に関する事項 

(4) 指定管理料に関する事項 

(5) 事業報告に関する事項 

(6) 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

(7) 管理の業務に関し知り得た個人情報の取扱いに関する事項 

(8) 管理の業務に関し保有する情報の公開に関する事項 

(9) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項 

（市長による管理） 

第１３条 第２条、第３条、第５条から第８条まで、様式第１号、様式第２号、様式第５号

及び様式第６号の規定は、指定管理者に代わって、市長が屋内遊び場の管理を行う必要が

生じた場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用」とあるのは「使

用」と、「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「市長」と、

第８条第１項第１号中「指定管理者」とあるのは「市」と、同項第２号中「指定管理者が

市長と協議して定める額」とあるのは「市長が定める額」と読み替えるものとする。 

（その他） 

第１４条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和３年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施

行する。 

（準備行為） 

２ 条例附則第２項の規定により条例の施行により前に行われる準備行為は、この規則の規

定により行うことができる。 
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